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八
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条
の
四
第
一
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の
規
定

に
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り
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次
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り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
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指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
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十
三
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一
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知
的
障
害
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居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
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の
規
定
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り
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指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
や

ま
ぶ
き

弘
前
市
大
字
町
田

字
山
吹
四
八
の
一

二

居
宅
介
護

等
事
業

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

や
ま
ぶ
き

弘
前
市
大
字
町
田

字
山
吹
四
八
の
一

二

平
成

��

･

��･

�

社
団
法
人
十

和
田
労
働
福

祉
会
館

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

居
宅
介
護

等
事
業

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
団
法
人
十

和
田
労
働
福

祉
会
館

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

居
宅
介
護

等
事
業

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

平
成

��

･

��･

�

�
�
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次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

肥
料
の
検
査
結
果
の
概
要
の
公
表

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料

の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

備
考

一

分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｔ
Ｎ
―
窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ
―
り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ
―
加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ
―
銅
全
量
、

Ｔ
Ｚ
ｎ
―
亜
鉛
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ａ
―
石
灰
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ
―
炭
素
窒
素
比
、
水
分
―
水
分

含
有
量

二

特
殊
肥
料
の
分
析
値
は
、
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

北
日
本
イ
ー
エ
ッ
ク
ス
工
業
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指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
団
法
人
十

和
田
労
働
福

祉
会
館

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

居
宅
介
護

等
事
業

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
清
慈
会

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
松
山
下
野
場

七
の
一
五

短
期
入
所

事
業

知
的
障
害
者

更
生
施
設
清

岳
園

三
戸
郡
名
川
町
大

字
下
名
久
井
字
高

森
五
七
の
七

〃

特
殊
肥
料
の

指

定

名

た
い
肥

生
産
届
出
業
者

さ
か
え
農
事
有

限
会
社

大
路
行
敏

株
式
会
社
オ
リ

エ
ン
タ
ル
フ
ァ
ー

ム

有
限
会
社
大
地

届

出

名

グ
リ
ー
ン
バ
ー

ク
二
号

グ
リ
ー
ン
ビ
ル

Ｗ
―
三
一
七

(

混
合)

鶏
糞
堆
肥
ゆ
と

り

特
殊
肥
料
生
ゴ

ミ
Ｚ

Ｔ
Ｎ

(

％)

〇
・
六
三

〇
・
六
一

二
・
一
三

一
・
七
六

検 査 の 結 果
Ｔ
Ｐ

(

％)

〇
・
七
七

〇
・
四
三

四
・
三
七

二
・
四
二

Ｔ
Ｋ

(

％)

〇
・
二
五

〇
・
三
五

二
・
二
四

一
・
二
八

Ｔ
Ｃ
ｕ

(

ｍ
ｇ
／
ｋ
ｇ)

Ｔ
Ｚ
ｎ

(

ｍ
ｇ
／
ｋ
ｇ)

一
四
七

五
七

五
二
八

四
八

Ｔ
Ｃ
ａ

(

％)

Ｃ
／
Ｎ

二
二
・
四

二
六
・
六

九
・
九

一
五
・
二

水
分

(

％)

六
一
・
四
六

六
二
・
六
一

二
八
・
八
〇

三
八
・
六
八

そ
の
他
の
検
査

備

考
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二

氏
名

工
藤

竜
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
狼
森
字
西
元
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
四
五
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

福
井
組

二

氏
名

福
井

喜
美
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
湯
野
川
原
七
〇
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
六
一
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

鳶
有
馬
総
業

二

氏
名

有
馬

弘
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
五
本
松
字
岡
本
九
八
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
二
〇
〇
〇
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

山
野
下
建
築

二

氏
名

山
野
下

力
也

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
市
野
沢
字
黒
坂
二
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
四
四
七
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

青 森 県 報���������	
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
日
沼
野
曽
江
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お

り
清
算
人
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

高

畑

幸

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
九
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(
昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

清

藤

栄
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氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

葛
西

金
逸

樋
口

勝
彦

奈
良

唯
七

花
田

良
造

葛
西

守

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
日
沼
字
高
田
一
四
四

〃

〃

〃

〃

一
七
三

〃

平
賀
町
大
字
杉
館
字
宮
元
一
一
九
の
一

〃

尾
上
町
大
字
西
野
曽
江
字
川
崎
三
の
三

〃

田
舎
館
村
大
字
大
袋
字
松
元
一
九
八

平
成
��

･

��･

��

〃〃〃〃

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
東
十
三
番
町
二
五
の

二
一
及
び
二
六
の
一
七

五
〇
・
八
九
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

��


